
大市総第０３２３号

令和５年６月２日

大 村 市 議 会 議 長

大 村 市 議 会 議 員

大村市各行政委員会委員長 殿

大 村 市 監 査 委 員

各 報 道 機 関

大村市長 園 田 裕 史

市議会定例会の招集について（通知）

このことについて、別紙（写）のとおり告示したので通知します。



大村市告示第８８号

大村市議会定例会を次のとおり招集する。

令和５年６月２日

大村市長 園 田 裕 史

１ 招集日時 令和５年６月１２日（月） 午前１０時

２ 招集場所 大村市議会議場
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報告第５号

大村市税条例の一部を改正する条例……………………………（ １ ）

大村市体育施設条例の一部を改正する条例……………………（ ４ ）

大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例及び大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例…（ ５ ）

大村市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改

正する条例…………………………………………………………（ ６ ）

大村市手数料条例の一部を改正する条例………………………（ ７ ）

動産の買入れについて……………………………………………（１３）

土地の買入れについて……………………………………………（１４）

工事請負契約の変更について……………………………………（１５）

町の区域の変更について…………………………………………（１６）

専決処分の承認について（大村市税条例及び大村市都市計画

税条例の一部を改正する条例）…………………………………（１８）

専決処分の承認について（大村市国民健康保険条例の一部を

改正する条例）……………………………………………………（２６）

専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解すること

について）…………………………………………………………（２９）

専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解すること

について）…………………………………………………………（３１）

専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解すること

について）…………………………………………………………（３３）

専決処分の承認について（令和５年度大村市一般会計補正予算（第１

号））

専決処分の承認について（令和５年度大村市下水道事業会計補正予算

（第１号））

令和５年度大村市一般会計補正予算（第２号）

令和５年度大村市工業団地整備事業特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大村市一般会計補正予算（第３号）

令和５年度大村市モーターボート競走事業会計補正予算（第１号）

令和４年度大村市一般会計予算の繰越明許費に係る繰越しの報告につ

いて



報告第６号

報告第７号

報告第８号

報告第９号

報告第１０号

令和４年度大村市一般会計予算の事故繰越しに係る繰越しの報告につ

いて

令和４年度大村市モーターボート競走事業会計予算の繰越額の使用に

関する計画について

令和４年度大村市水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画につ

いて

令和４年度大村市工業用水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計

画について

令和４年度大村市下水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画に

ついて



第３２号議案

大村市税条例の一部を改正する条例

大村市税条例（昭和２５年大村市条例第２５号）の一部を次のように改正する。

第２６条の８第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額のう

ち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、「の同

項」を「の前項」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の市民税若しくは森林

環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若しくは納入

する」に改める。

第２８条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中

「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前

項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由し

て提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当

該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定によ

る申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支

払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申

告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるとこ

ろにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定により記載すべき事項に代

えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定によ

る申告書を提出することができる。

第２９条の２第１項中「によって」を「により」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて

賦課し、及び徴収する。

第３２条の２第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次

項及び第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」を「には」に、
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「によって」を「により」に改め、同条第３項、第５項及び第６項中「によって」を

「により」に改める。

第３２条の５第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、同条第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第１７条の２の規定に

よって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金と

みなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、

当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入

することを委託したものとみなす」に改める。

第３２条の５の２第１項中「によって徴収することが」を「により徴収すること

が」に、「においては」を「には」に改め、「及び均等割額」の次に「（これと併せ

て賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第３２条の５の５において同

じ。）」を加え、「によって徴収する場合」を「により徴収する場合」に、「によっ

て徴収する。」を「により徴収する。」に改め、同項第２号及び同条第２項中「によ

って」を「により」に改める。

第３２条の５の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「に

は」に改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第１７条の２の

規定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤

納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるもの

とし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又

は納入することを委託したものとみなす」に改める。

第６５条第１号エ中「及び側面」を「、側面」に改め、「３輪のもの」の次に「及

び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の

６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。

附則第１５項の５及び第１６項の７中「１００分の１０」を「１００分の３５」に

改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和６年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。
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(1) 第６５条第１号エの改正規定及び附則第３条第１項（この条例による改正後の

大村市税条例（以下「新条例」という。）附則第１６項の７に係る部分を除

く。）の規定 公布の日

(2) 第２８条の３の２の改正規定及び同条第１項の次に１項を加える改正規定並び

に次条第２項の規定 令和７年１月１日

（市民税に関する経過措置）

第２条 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の

個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお

従前の例による。

２ 新条例第２８条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受ける

べき大村市税条例第２８条の３の２第１項に規定する給与（以下この項において

「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書について適用

し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書につ

いては、なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

第３条 新条例第６５条第１号エ及び附則第１６項の７の規定は、令和６年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動車税の種

別割については、なお従前の例による。

２ 新条例附則第１５項の５の規定は、この条例の施行の日以後に取得された３輪以

上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に

取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、

なお従前の例による。

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

地方税法の改正に伴い、森林環境税の導入に伴う徴収方法の規定を追加するととも

に、所要の条文整理を行うため、この条例案を提出するものである。
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第３３号議案

大村市体育施設条例の一部を改正する条例

大村市体育施設条例（平成１７年大村市条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。

第３条中「（大村市松山テニスコートを除く。次条から第６条まで及び第１７条の

２において同じ。）」を削る。

第７条第１項中「（大村市松山テニスコートにあっては、市長。次項、次条、第１

３条及び第１４条第１項において同じ。）」を削る。

第１７条の２及び附則第６項中「第７条第１項中「指定管理者（大村市松山テニス

コートにあっては、市長。次項、次条、第１３条及び第１４条第１項において同

じ。）」とあるのは「市長」と、第７条第２項」を「第７条」に改める。

別表第１大村市松山テニスコートの項を削る。

附 則

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日

から施行する。

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

大村市松山テニスコートを廃止するため、この条例案を提出するものである。
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第３４号議案

大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び大村市

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

（大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第１条 大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年大村市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第２５条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

（大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正）

第２条 大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年大村市条例第１８号）の一部を次のように改正する。

第１５条第１項第４号及び第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改

める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

こども家庭庁の設置に伴う関係省令等の改正により、所要の条文整理を行うため、

この条例案を提出するものである。
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第３５号議案

大村市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定

資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例

大村市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産

税の課税免除に関する条例（令和３年大村市条例第２１号）の一部を次のように改正

する。

第３条第１項中「令和５年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２６条の

地方公共団体等を定める省令の改正を踏まえ、課税免除の適用期限を延長するため、

この条例案を提出するものである。
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第３６号議案

大村市手数料条例の一部を改正する条例

大村市手数料条例（平成１２年大村市条例第１号）の一部を次のように改正する。

別表第２の７の項中「に建築される」を「内において建築等をする」に改め、「構

えを成す」を削り、同表の８の項中「既存建築物を除く」を「建築等をするものに限

る」に改め、同表の９の項中「建築認定申請手数料」を「新築又は一敷地内認定建築

物の増築等の認定申請手数料」に、「建築の」を「新築又は一敷地内認定建築物の増

築等の」に、「を除く」を「以外の建築物の新築及び一敷地内認定建築物の増築等を

するものに限る」に改め、同表の１８の項中 を

を に、 を

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
９４，０

００円

１件につ
き
４６，０

００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様基
準である
とき

「

」

を に、に、

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
６７，０

００円

１件につ
き
３２，０

００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様基
準である
とき

「

」

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
３３，０

００円

１件につ
き
１７，０

００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様基
準である
とき

「

」

「

」

適合証の
提出がな
い場合

１件につ
き
９４，０
００円

「

」

適合証の
提出がな
い場合

１件につ
き
３３，０
００円

「

」

適合証の
提出がな
い場合

１件につ
き
６７，０
００円

「

」

適合証の
提出がな
い場合

１件につ
き
１３３，
０００円
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に、 に、を

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
１６，５

００円

１件につ
き
８，５０

０円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様基
準である
とき

「

」

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
３３，５

００円

１件につ
き
１６，０

００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様基
準である
とき

「

」

をに改め、同表の１９の項中

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
１３３，

０００円

１件につ
き
６６，０

００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様基
準である
とき

「

」

「

」

適合証の
提出がな
い場合

１件につ
き
１６，５
００円

「

」

適合証の
提出がな
い場合

１件につ
き
３３，５
００円

「

」

適合証の
提出がな
い場合

１件につ
き
４７，０
００円

「

」

適合証の
提出がな
い場合

１件につ
き
６６，５
００円

を に、 を

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
４７，０

００円

１件につ
き
２３，０

００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様基
準である
とき

「

」
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項」に、「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に改め、「で評価方法が性能基準」

を削り、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第

７６条第１項に規定する登録建築物調査機関」を「建築物消費性能向上法第１５条第

１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に、「第３０条第１項各号」

を「第３５条第１項各号」に、「性能評価書」を「住宅品質確保法第６条第１項に規

定する設計住宅性能評価書（以下この項及び次項において「性能評価書」という。）」

に改め、同表の２０の項中「第２９条第１項」を「第３４条第１

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が性能基
準である
とき

１件につ
き
６６，５

００円

１件につ
き
３３，０

００円

適合証の
提出がな
い場合で
評価手法
が仕様基
準である
とき

「

」

を に、に、 を

「

」

１件につ
き
３０，０
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合

「

」

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
３０，０

００円

１件につ
き
１５，０

００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様基準
であると
き

「

」

１件につ
き
３３，０
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合
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１条第１項」を「第３６条第１項」に、「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に

改め、「で評価方法が性能基準」を削り、

を

を に改め、同表の２１の項中「第３

に、 に、

「

」

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
３３，０

００円

１件につ
き
１６，０

００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様基準
であると
き

「

」

１件につ
き
６１，０
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合

「

」

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
６１，０

００円

１件につ
き
２９，０

００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様基準
であると
き

「

」

１件につ
き
１０２，
０００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合

「

」

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
１０２，

０００円

１件につ
き
５０，０

００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様基準
であると
き
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を に、 を

に、

を に改め、同表の２２の項中「第

を に、

「

」

１件につ
き
１５，０
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合

「

」

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
１５，０

００円

１件につ
き
７，５０

０円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様基準
であると
き

「

」

１件につ
き
１６，５
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合

「

」

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
１６，５

００円

１件につ
き
８，００

０円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様基準
であると
き

「

」

１件につ
き
３０，５
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合

「

」

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
３０，５

００円

１件につ
き
１４，５

００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様基準
であると
き

「

」

１件につ
き
５１，０
００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合

「

」

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
性能基準
であると
き

１件につ
き
５１，０

００円

１件につ
き
２５，０

００円

適合証又
は性能評
価書の提
出がない
場合で評
価手法が
仕様基準
であると
き
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３６条第１項」を「第４１条第１項」に、「第３０条」を「第３５条」に改め、同表

備考第９項中「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に改め、同表備考第１０項中

「第３１条第２項」を「第３６条第２項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料につい

て適用する。

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の改正に伴い、建築物エネルギー

消費性能向上計画認定申請等の審査について新たな手数料を設定するとともに、所要

の条文整理を行うため、この条例案を提出するものである。
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第３７号議案

動産の買入れについて

次のとおり動産を買い入れる。

１ 買い入れる動産 消防ポンプ自動車

２ 買入れの方法 指名競争入札

３ 買 入 れ 金 額 ２４，５３０，０００円

４ 買入れの相手方 大村市平町１９３３番地

株式会社ナカムラ消防化学

代表取締役 中村 康祐

５ 納 入 期 限 令和７年１月３１日

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史
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第３８号議案

土地の買入れについて

次のとおり土地を買い入れる。

１ 買入れの目的 旧言泉寮運動場整備事業用地

２ 土地の所在地、種類及び面積

３ 取得予定価格 １１９，３５０，０００円

４ 買入れの相手方 長崎市尾上町３番１号

長崎県知事 大石 賢吾

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史

所在地 種類 面積

大村市小路口町７５７番４ 宅地 ８，８５４．９２㎡
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第３９号議案

工事請負契約の変更について

令和４年１２月１４日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受けた「大村

市立放虎原小学校仮設校舎賃貸借」に係る工事請負契約について、契約金額を次のと

おり変更する。

変更前 ３４７，３４０，１１６円

変更後 ３５８，９１７，９００円（１１，５７７，７８４円の増額）

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史
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第４０号議案

町の区域の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、本市内の

町の区域を別紙のとおり変更する。

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史
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（別紙）

区域を変更する町の名称 左記に編入する区域

大村市植松３丁目 小路口町７６４の８、坂口町３９７の５、３９７の

１２、３９７の１４、８０３の８から８０３の１４

まで
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第４１号議案

専決処分の承認について

大村市税条例及び大村市都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決処

分したので、同条第３項の規定により議会の承認を求める。

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史
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専決第２号

専 決 処 分 書

大村市税条例及び大村市都市計画税条例の一部を改正する条例について、緊急を要

するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分する。

令和５年３月３１日

大村市長 園 田 裕 史
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大村市税条例及び大村市都市計画税条例の一部を改正する条例

（大村市税条例の一部改正）

第１条 大村市税条例（昭和２５年大村市条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。

第３２条の４中「第５号の１５様式」の次に「若しくは第５号の１５の２様式」

を加え、「によって」を「により」に改める。

第３２条の６第１項及び第５項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の

４の２様式」を加える。

第３２条の７第１項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の４の２様

式」を加え、同条第２項中「においては」を「には」に改める。

第８０条第１項及び第５項並びに第８３条第１項中「第３４号の２の５様式」の

次に「又は第３４号の２の５の２様式」を加える。

附則第１０項中「、第６３条又は第６４条」を「又は第６３条」に、「、第６３

条若しくは第６４条」を「若しくは第６３条」に改める。

附則第１０項の４中「附則第１５条第２２項」を「附則第１５条第２１項」に改

める。

附則第１０項の５中「附則第１５条第２３項第１号」を「附則第１５条第２２項

第１号」に改める。

附則第１０項の６中「附則第１５条第２３項第２号」を「附則第１５条第２２項

第２号」に改める。

附則第１０項の７中「附則第１５条第２３項第３号」を「附則第１５条第２２項

第３号」に改める。

附則第１０項の８中「附則第１５条第２４項第１号」を「附則第１５条第２３項

第１号」に改める。

附則第１０項の９中「附則第１５条第２４項第２号」を「附則第１５条第２３項

第２号」に改める。

附則第１０項の１０中「附則第１５条第２６項第１号イ」を「附則第１５条第２

５項第１号イ」に改める。

附則第１０項の１１中「附則第１５条第２６項第１号ロ」を「附則第１５条第２
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５項第１号ロ」に改める。

附則第１０項の１２中「附則第１５条第２６項第１号ハ」を「附則第１５条第２

５項第１号ハ」に改める。

附則第１０項の１３中「附則第１５条第２６項第１号ニ」を「附則第１５条第２

５項第１号ニ」に改める。

附則第１０項の１４中「附則第１５条第２６項第２号イ」を「附則第１５条第２

５項第２号イ」に改める。

附則第１０項の１５中「附則第１５条第２６項第２号ロ」を「附則第１５条第２

５項第２号ロ」に改める。

附則第１０項の１６中「附則第１５条第２６項第２号ハ」を「附則第１５条第２

５項第２号ハ」に改める。

附則第１０項の１７中「附則第１５条第２６項第３号イ」を「附則第１５条第２

５項第３号イ」に改める。

附則第１０項の１８中「附則第１５条第２６項第３号ロ」を「附則第１５条第２

５項第３号ロ」に改める。

附則第１０項の１９中「附則第１５条第２６項第３号ハ」を「附則第１５条第２

５項第３号ハ」に改める。

附則第１０項の２０中「附則第１５条第２９項」を「附則第１５条第２８項」に

改める。

附則第１０項の２１中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３２項」に

改める。

附則第１０項の２２中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に

改める。

附則第１０項の２３中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第３８項」に

改める。

附則第１０項の２５中「附則第６４条」を「附則第１５条の９の３第１項」に、

「零」を「３分の１」に改める。

附則第１０項の４０を附則第１０項の４１とする。

附則第１０項の３９中「附則第７条第１３項」を「附則第７条第１７項」に改め、

同項を附則第１０項の４０とし、附則第１０項の３８の次に次の１項を加える。
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１０の３９ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分

所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マ

ンションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 当該工事が完了した年月日

(5) 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合には、

３月以内に提出することができなかった理由

附則第１４項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。

附則第１５項を次のように改める。

１５ 削除

附則第１５項の１１を削る。

附則第１６項中「附則第１６項の８」を「附則第１６項の４」に改める。

附則第１６項の２中「令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和

４年４月１日から令和８年３月３１日まで」に、「令和３年度分」を「、当該初回

車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に改める。

附則第１６項の３から附則第１６項の６までを削る。

附則第１６項の７中「附則第３０条第７項」を「附則第３０条第３項」に、「３

輪以上のガソリン軽自動車」を「３輪以上の法第４４６条第１項第３号に規定する

ガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」とい

う。）」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の

種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に、

「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度

分」に、「附則第１６項の３の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア(ｲ)中「３，９００
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円」とあるのは「２，０００円」と、同号ア(ｳ)a中「６，９００円」とあるのは

「３，５００円」」に改め、同項を附則第１６項の３とする。

附則第１６項の８中「附則第３０条第８項」を「附則第３０条第４項」に改め、

「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を

削り、「令和５年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に、「令和５年度分」を

「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「附則第１６

項の４の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア(ｲ)中「３，９００円」とあるのは「３，

０００円」と、同号ア(ｳ)a中「６，９００円」とあるのは「５，２００円」」に改

め、同項を附則第１６項の４とする。

附則第１６項の９を附則第１６項の５とする。

附則第１６項の１０を附則第１６項の６とする。

附則第１６項の１１を附則第１６項の７とする。

附則第２１項の２及び附則第２１項の３中「令和５年度」を「令和８年度」に改

める。

附則第４３項中「。次項において「新型コロナウイルス感染症特例法」とい

う。」を削る。

（大村市都市計画税条例の一部改正）

第２条 大村市都市計画税条例（昭和３５年大村市条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第

３２項」に改める。

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第

３３項」に改める。

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第

３８項」に改める。

附則第１４項中「第１０項、第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、

第２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第４０項若しくは第

４４項」を「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、
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第２７項、第３１項から第３５項まで、第３８項、第３９項、第４３項若しくは第

４６項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

第２条 次項に定めるものを除き、第１条の規定による改正後の大村市税条例（以下

「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和５年度以後の年度

分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項において「適

用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）

附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」

という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をし

た同条に規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」という。）

（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取

引」という。）に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う

者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、

適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含

む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

第３条 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得された第１条

の規定による改正前の大村市税条例附則第１５項及び附則第１５項の１１に規定す

る３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従

前の例による。

２ 新条例附則第１６項から附則第１６項の４までの規定は、令和５年度以後の年度

分の軽自動車税の種別割について適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割

については、なお従前の例による。
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（都市計画税に関する経過措置）

第４条 次項に定めるものを除き、第２条の規定による改正後の大村市都市計画税条

例（次項において「新都市計画税条例」という。）の規定は、令和５年度以後の年

度分の都市計画税について適用し、令和４年度分までの都市計画税については、な

お従前の例による。

２ この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を

改正する法律（令和５年法律第１８号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日

の前日までの間における新都市計画税条例附則第１４項の規定の適用については、

同項中「、第４３項若しくは第４６項」とあるのは、「若しくは第４３項」とする。
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第４２号議案

専決処分の承認について

大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別添のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により議会の承認を求める。

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史
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専決第３号

専 決 処 分 書

大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、緊急を要するため、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分する。

令和５年３月３１日

大村市長 園 田 裕 史
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大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例

大村市国民健康保険条例（昭和３４年大村市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。

第１１条第３項ただし書中「２００，０００円」を「２２０，０００円」に改める。

第２５条第１項中「２００，０００円」を「２２０，０００円」に改め、同項第２

号中「２８５，０００円」を「２９０，０００円」に改め、同項第３号中「５２０，

０００円」を「５３５，０００円」に改める。

第２６条の２第２項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する

書類」を「又は雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定するものをい

う。）」に改める。

附則第６項中「第２５条第１項」を「第２５条」に、「同条第１号」を「同条第１

項第１号」に改める。

附則第７項、第８項、第１０項、第１１項、第１４項、第１５項、第１９項及び第

２０項中「第２５条第１項の」を「第２５条の」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の大村市国民健康保険条例の規定は、令和５年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。
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報告第２号

専決処分の報告について

公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史
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専決第６号

専 決 処 分 書

公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決処分事項

に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号及び第４号の規定により、

次のとおり専決処分する。

令和５年４月２８日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額

２ 損害賠償の相手方

５１，０４０円

ああああああああああああああああああああああああああ

あああああ
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報告第３号

専決処分の報告について

公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史
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専決第７号

専 決 処 分 書

公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決処分事項

に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号及び第４号の規定により、

次のとおり専決処分する。

令和５年５月２２日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額

２ 損害賠償の相手方

１８９，３４３円

ああああああああああああああああああああああああああ

あああああ

あああああ
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報告第４号

専決処分の報告について

公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和５年６月１２日提出

大村市長 園 田 裕 史
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専決第８号

専 決 処 分 書

公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決処分事項

に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第３号及び第４号の規定により、

次のとおり専決処分する。

令和５年５月２２日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額

２ 損害賠償の相手方

４６，５９０円

ああああああああああああああああああああああああああ

あああ

あああああ
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